
 

豊 福 監 第 1064号 

                        令和 4年（2022年）12月 1日 

  

 

社会福祉法人 

あけぼの事業福祉会 理事長 様 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹 

                                    （公 印 省 略） 

 

 

社会福祉施設の指導監査の結果について（通知） 

 

 

 児童福祉法第 46条、児童福祉法施行令第 38条、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律第 19条第 1項並びに子ども・子育て支援法第 14条及び第 38条の規定によ

り、令和 4年（2022年）9月 20日（火）、22日（木）、27日（火）及び 29日（木）に実施した標記に

ついては、下記のとおりです。 

この通知による指導事項について、別添「指導監査改善報告書」により令和 5年（2023年）1月 4日

（水）までに報告してください。また、この通知以外で指導監査時に指摘した事項についても早急に改

善を図り、より一層適正な法人の運営に努めてください。 

なお、期日までに提出がない場合は、改善が図られないものとして取り扱いますので、必ず期日まで

に提出してください。 

 

記 

 

対 象 法 人  指 導 結 果 

・豊中あけぼのこども園（半日監査） 

・あけぼのぶんぶん  （半日監査） 

・あけぼのぽんぽここども園（全日監査） 

・あけぼの風の森保育園（全日監査） 

・認定こども園 

あけぼのドロップス（全日監査） 

改善指導事項あり 

（改善指導事項は、別紙のとおりです。 
その他の事項は、実施日に口頭で指導済
みです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市福祉部 福祉指導監査課 

法人指導係 

担    当： 岡 

電話番号: ０６－６８５８－３４１０ 

Ｆ Ａ Ｘ: ０６－６８５８－４３２５ 

mail： fukushidou@city.toyonaka.osaka.jp 



指 導 監 査 改 善 報 告 書 

 

                                         法 人 名：社会福祉法人あけぼの事業福祉会 

                                       事業所名：あけぼのぽんぽここども園、あけぼの風の森保育園 

認定こども園あけぼのドロップス、あけぼのぶんぶん 

                                            豊中あけぼのこども園                           

 

項  目 

 

 

指 摘 内 容 

 

改善状況 

改善時期又は 

改善予定時期 

改善報告 

利用者支援 （避難訓練について） 

 消火訓練を実施していない月があるため、実施するこ 

と。 

           （あけぼのぽんぽここども園） 

【根拠法令等：豊中市幼保連携型認定こども園の学級の編

制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例第１８条】 

 

令和 4 年 10 月 27 日 監査後翌月 10 月 27 日の避難訓練の際、消火訓練を合わせて行うよ

うに見直し改善した。今後も消火訓練を計画的に行えるように致し

ます。 

利用者支援 （運営規程） 

運営規程の内容が実態と相違しているので、修正をする 

こと。 

・利用者負担金（布団リース代、布おむつ代、アルバム代） 

             （あけぼの風の森保育園） 

                 【添付資料 要①】 

【根拠法令等：豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第１７条第２項】 

 

令和 4 年 10 月 1 日 令和 4 年 10 月 1 日に運営規定の内容（利用者負担額）の改定を行い

ました。（別紙のとおり） 

【添付資料 要①】変更後の運営規程の写し（案でも可） 

＊上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。 

 

 

１／２ 



指 導 監 査 改 善 報 告 書 

 

 

 

                                         法 人 名：社会福祉法人あけぼの事業福祉会 

                                       事業所名：あけぼのぽんぽここども園、あけぼの風の森保育園 

認定こども園あけぼのドロップス、あけぼのぶんぶん 

                                            豊中あけぼのこども園                           

 

項  目 

 

 

指 摘 内 容 

 

改善状況 

改善時期又は 

改善予定時期 

改善報告 

確認監査 （運営規程） 

運営規程の内容が実態と相違しているので、修正をする 

こと。 

・利用者負担金（布団リース代、布おむつ代、アルバム代） 

             （あけぼの風の森保育園） 

【根拠法令等：豊中市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例第２０条】 

令和 4 年 10 月 1 日 令和 4 年 10 月 1 日に運営規定の内容（利用者負担額）の改定を行い

ました。（別紙のとおり） 

 

＊上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／２ 


